
の
範
囲
そ
の
他
必
要
な
事
項
等
を
規

定
し
た
も
の
で
す
。

施
設
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
川
越
市
市
民
会
館

・
川
越
西
文
化
会
館

・
川
越
南
文
化
会
館

・
川
越
市
北
部
地
域
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー

・
川
越
市
民
聖
苑
や
す
ら
ぎ
の
さ
と

・
川
越
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
川
越
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
東
後

楽
会
館

・
川
越
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
西
後

楽
会
館

・
川
越
市
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
ま
ぶ

き
荘

・
川
越
市
小
ケ
谷
老
人
憩
い
の
家

・
川
越
市
高
階
北
老
人
憩
い
の
家

・
川
越
市
川
越
駅
東
口
老
人
憩
い
の

家
・
川
越
市
霞
ケ
関
東
老
人
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

・
川
越
市
連
雀
町
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

・
川
越
市
芳
野
台
体
育
館

・
川
越
市
中
高
年
齢
労
働
者
福
祉
セ

ン
タ
ー

・
川
越
駅
西
口
第
一
自
転
車
駐
車
場

・
川
越
駅
西
口
第
二
自
転
車
駐
車
場

・
川
越
駅
東
口
自
転
車
駐
車
場

・
本
川
越
駅
前
自
転
車
駐
車
場

・
的
場
駅
前
自
転
車
駐
車
場

・
南
大
塚
駅
南
口
自
転
車
駐
車
場

・
新
河
岸
駅
自
転
車
駐
車
場

・
川
越
市
市
民
体
育
館

・
川
越
武
道
館

▽

川
越
市
都
市
公
園
条
例
（
全
部

改
正
）
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

都
市
公
園
法
の
一
部
改
正
並
び
に

有
料
の
公
園
施
設
の
う
ち
川
越
運
動

公
園
の
陸
上
競
技
場
、
総
合
体
育
館

及
び
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
に
つ
い
て
、
地

方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
管

理
者
制
度
に
係
る
規
定
の
整
備
に
伴

い
、
本
条
例
の
全
部
を
改
正
し
た
も

の
で
す
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
都
市
公
園

内
に
放
置
さ
れ
た
工
作
物
等
で
、
撤

去
等
の
必
要
な
措
置
を
命
ぜ
ら
れ
る

べ
き
者
が
確
知
で
き
な
い
も
の
に
つ

い
て
、
市
が
そ
の
措
置
を
行
っ
た
場

合
に
お
け
る
当
該
工
作
物
等
に
係
る

公
示
、
保
管
及
び
売
却
等
の
手
続
の

事
項
を
規
定
す
る
た
め
に
改
正
を
行

い
、
指
定
管
理
者
に
つ
い
て
は
、
指

定
管
理
者
に
有
料
の
公
園
施
設
の
う

ち
川
越
運
動
公
園
の
陸
上
競
技
場
、

総
合
体
育
館
及
び
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の

管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
指

定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
、
指
定
管

理
者
が
行
う
管
理
の
基
準
及
び
業
務

の
範
囲
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
規
定

す
る
た
め
に
改
正
を
行
っ
た
も
の
で

す
。
併
せ
て
法
に
基
づ
く
条
文
の
整

備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
外
部
監
査
契
約
に
基
づ

く
監
査
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に

つ
い
て
　
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

指
定
管
理
者
を
外
部
監
査
契
約
に

基
づ
く
監
査
の
対
象
と
す
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で

す
。改

正
の
主
な
内
容
は
、
従
来
の
管

理
委
託
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
指
定
管

理
者
制
度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
伴

▼

第
一
日
（
六
月
二
日
）
会
期
を

二
十
二
日
間
と
決
定
。
継
続
審
査

と
な
っ
て
い
た
案
件
に
つ
い
て
、

各
委
員
長
よ
り
報
告
が
行
わ
れ
、

審
議
の
結
果
、
平
成
十
五
年
度
決

算
十
三
件
を
そ
れ
ぞ
れ
認
定
。
請

願
一
件
及
び
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い

拠
点
施
設
建
設
に
か
か
わ
る
諸
問

題
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
継
続
審

査
と
決
定
。
次
に
市
議
会
議
長
の

辞
職
を
許
可
し
、
同
選
挙
を
実
施

し
た
後
、
議
会
運
営
委
員
会
委
員

一
人
の
辞
職
を
許
可
。
続
い
て
市

議
会
副
議
長
の
辞
職
を
許
可
し
た

後
、
同
選
挙
を
実
施
。
引
き
続
き

報
告
事
項
五
件
の
報
告
を
受
け
た

後
、
提
出
案
三
十
件
に
つ
い
て
提

案
理
由
の
説
明
を
実
施
。

▼

第
二
日
（
六
月
三
日
）
か
ら
第

四
日
（
六
月
五
日
）
ま
で
本
会
議

休
会
。

▼

第
五
日
（
六
月
六
日
）
提
出
案

に
対
す
る
質
疑
を
実
施
し
た
後
、

関
係
委
員
会
に
そ
の
審
査
を
付
託
。

次
に
任
期
満
了
に
伴
う
議
会
運
営

委
員
会
委
員
の
選
任
を
行
う
。

▼

第
六
日
（
六
月
七
日
）
本
会
議

休
会
。
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指定管理者制度
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▼

第
七
日
（
六
月
八
日
）
本
会
議

休
会
。
議
会
運
営
委
員
会
開
催
。

▼

第
八
日
（
六
月
九
日
）
議
席
の

一
部
変
更
を
行
っ
た
後
、
通
告
順

に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
九
日
（
六
月
十
日
）
通
告
順

に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
十
日
（
六
月
十
一
日
）
及
び

第
十
一
日
（
六
月
十
二
日
）
本
会

議
休
会
。

▼

第
十
二
日
（
六
月
十
三
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
十
三
日
（
六
月
十
四
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

次
に
任
期
満
了
に
伴
う
各
常
任
委

員
会
委
員
の
選
任
を
行
う
。

▼

第
十
四
日
（
六
月
十
五
日
）
本

会
議
休
会
。
四
常
任
委
員
会
開
催
。

▼

第
十
五
日
（
六
月
十
六
日
）
か

ら
第
二
十
一
日
（
六
月
二
十
二
日
）

ま
で
本
会
議
休
会
。

▼

第
二
十
二
日
（
六
月
二
十
三
日
）

最
終
日
。
各
委
員
長
よ
り
付
託
さ

れ
た
案
件
の
審
査
の
経
過
と
結
果

に
つ
い
て
報
告
が
行
わ
れ
、
審
議

の
結
果
、
請
願
二
件
を
採
択
、
議

案
三
十
件
の
う
ち
一
件
を
承
認
、

二
十
九
件
を
原
案
可
決
。
次
に
追

加
提
出
さ
れ
た
議
員
提
案
に
よ
る

意
見
書
一
件
を
原
案
可
決
し
た
後
、

議
員
派
遣
を
決
定
し
閉
会
。

い
、
こ
れ
ま
で
の
管
理
委
託
と
同
様

に
指
定
管
理
者
に
つ
い
て
も
外
部
監

査
の
対
象
と
す
る
た
め
、
規
定
の
整

備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
情
報
公
開
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
よ
る

指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に
伴
い
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で

す
。改

正
の
主
な
内
容
は
、
指
定
管
理

者
に
お
け
る
公
の
施
設
の
管
理
に
係

る
情
報
に
つ
い
て
、
市
長
が
指
定
管

理
者
に
対
し
当
該
情
報
の
公
開
及
び

提
供
を
推
進
す
る
よ
う
要
請
す
る
た

め
の
規
定
の
整
備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る

こ
と
に
つ
い
て
　
┃
原
案
可
決
┃

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
よ
る

指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に
伴
い
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で

す
。改

正
の
主
な
内
容
は
、
指
定
管
理

者
に
お
け
る
公
の
施
設
の
管
理
に
係

る
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め

に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
指
定
管
理
者
の
責

務
及
び
当
該
施
設
の
管
理
の
業
務
に

従
事
し
て
い
る
者
等
に
、
守
秘
義
務

を
課
す
た
め
の
規
定
の
整
備
を
し
た

も
の
で
す
。

併
せ
て
、
当
該
施
設
の
管
理
の
業

務
に
従
事
し
て
い
る
者
等
が
当
該
業

務
に
係
る
個
人
情
報
の
不
適
切
な
取

扱
い
を
し
た
場
合
の
罰
則
に
係
る
規

定
の
整
備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
平
和
基
金
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

平
和
都
市
を
宣
言
し
平
和
施
策
事

業
を
推
進
す
る
た
め
、
本
条
例
の
一

部
を
改
正
し
た
も
の
で
す
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
平
和
都
市

の
宣
言
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
規

定
に
追
加
し
た
も
の
で
す
。

▽

非
常
勤
消
防
団
員
等
公
務
災
害

補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

水
防
法
及
び
非
常
勤
消
防
団
員
等

に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る

政
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
本
条
例

の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で
す
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
水
防
法
の

引
用
条
項
を
改
め
る
と
と
も
に
、
非

常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償

の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正

に
合
わ
せ
て
、
傷
病
補
償
表
及
び
障

害
補
償
表
を
改
め
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
建
築
基
準
法
関
係
手
数

料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
等
に
伴

い
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も

の
で
す
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
法
改
正
に

伴
い
、
手
数
料
の
減
免
規
定
に
つ
い

て
文
言
を
追
加
し
、
既
存
の
一
の
建

築
物
に
つ
い
て
二
以
上
の
工
事
に
分

け
て
工
事
を
行
う
場
合
の
制
限
の
緩

和
に
つ
い
て
規
定
し
、
こ
れ
に
伴
う

認
定
申
請
手
数
料
（
二
万
七
千
円
）

を
新
設
し
た
も
の
で
す
。

ま
た
、
道
路
の
位
置
の
指
定
、
変

更
又
は
廃
止
の
申
請
手
数
料
に
つ
い

て
は
、
従
来
無
料
で
事
務
を
行
っ
て

き
ま
し
た
が
、
一
定
の
事
務
量
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
確
認
、
認
定
等
の
申

請
と
同
様
に
有
料
と
し
、
手
数
料

（
五
万
円
）
を
新
設
し
た
も
の
で
す
。

併
せ
て
法
改
正
に
伴
う
条
項
等
の
整

備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
立
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ

い
て
　
　
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
廃
止
及
び

設
置
に
伴
い
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
し
た
も
の
で
す
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
老
朽
化
し

た
川
越
市
立
寿
町
学
校
給
食
セ
ン
タ

ー
を
廃
止
し
、
そ
の
代
替
施
設
と
し

て
新
た
に
設
置
す
る
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
の
名
称
に
つ
い
て
川
越
市
立
菅

間
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
と
し
、
位
置

に
つ
い
て
は
川
越
市
大
字
菅
間
十
八

番
地
九
と
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
表
記
順
を
変

更
し
た
も
の
で
す
。

▽

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て
　
　
　
　
┃
承
認
┃

議
会
を
招
集
す
る
い
と
ま
が
な
く
、

五
月
二
十
三
日
に
市
長
が
専
決
処
分

し
た
、
繰
上
充
用
措
置
に
伴
う
予
算

措
置
、「
平
成
十
七
年
度
川
越
市
老

人
保
健
医
療
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
一
号
）」
に
対
し
て
、
議
会

の
承
認
を
求
め
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
内
容
は
、
平
成
十
六

年
度
老
人
保
健
医
療
事
業
特
別
会
計

に
お
い
て
、
歳
入
が
歳
出
に
不
足
し
、

繰
上
充
用
措
置
が
必
要
に
な
り
、
当

該
繰
上
充
用
に
係
る
予
算
と
し
て
、

平
成
十
七
年
度
老
人
保
健
医
療
事
業

特
別
会
計
予
算
の
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
に
そ
れ
ぞ
れ
三
千
四
十
万
五
千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
そ
れ
ぞ
れ
二
百
四
億
九
千
七
十

八
万
四
千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

道
路
の
新
設
に
伴
い
、
郭
町
二
丁

目
、
大
字
砂
、
大
字
扇
河
岸
地
内
の

四
路
線
の
認
定
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為

に
伴
い
、
大
字
大
中
居
、
大
字
砂
、

泉
町
、
大
字
新
宿
、
大
字
大
仙
波
、

大
字
大
仙
波
新
田
、
豊
田
町
二
丁
目
、

豊
田
町
三
丁
目
、
大
字
的
場
地
内
の

十
四
路
線
の
認
定
を
行
っ
た
も
の
で

す
。

▽

川
越
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

不
老
川
の
河
川
改
修
に
伴
い
、
既

存
の
道
路
線
の
起
点
に
変
更
が
生
じ

た
た
め
、
岸
町
三
丁
目
地
内
の
一
路

線
の
認
定
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

不
老
川
の
河
川
改
修
に
伴
い
、
既

存
の
道
路
線
の
起
点
に
変
更
が
生
じ

た
た
め
、
岸
町
二
丁
目
、
岸
町
三
丁

目
地
内
の
一
路
線
の
廃
止
を
行
っ
た

も
の
で
す
。

▽

川
越
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

南
古
谷
駅
西
地
区
地
区
計
画
に
伴

い
、
既
存
の
道
路
線
の
終
点
に
変
更

が
生
じ
た
た
め
、
大
字
大
中
居
、
大

字
南
田
島
地
内
の
一
路
線
の
認
定
を

行
っ
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

南
古
谷
駅
西
地
区
地
区
計
画
に
伴

い
、
既
存
の
道
路
線
の
終
点
に
変
更

が
生
じ
た
た
め
、
大
字
大
中
居
、
泉

町
地
内
の
一
路
線
の
廃
止
を
行
っ
た

も
の
で
す
。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

専
決
処
分
の
承
認

川越市平和基金条例

などを改正

市
道
路
線
の

認
定
・
廃
止


